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基本構想・基本計画【後期】
（錦町人口ビジョン／第３期にしき・まち・ひと・しごと創生総合戦略）

概 要 版

1 総 論

総合計画とは・・・

　総合計画は、錦町の中長期的なビジョンを明確にし、計画的に町政を運営していくために定めるも
ので、行政各分野において策定する様々な計画の最上位に位置する計画です。
　昭和 44 年に第１期目の総合計画を策定して以降、今回で６期目となります。社会経済情勢の変化
や町政の課題、新たな町民ニーズに的確に対応しつつ、今後のまちづくりの目標や、その実現のため
の施策の基本的な方向などを明らかにし、これからのまちづくりを進めるうえでの指針となります。

第６期錦町総合計画基本計画【後期】の策定にあたって

　第６期錦町総合計画基本計画【後期】には、３期目となる錦町の地方創生総合戦略＊「第３期にし
き・まち・ひと・しごと創生総合戦略」等を溶け込ませ一体的に整備しました。

地方創生とは、東京圏への人口の過度な集中を是正し、地方への人の流れを生み出すために、国を挙
げて取り組まれているものです。平成 26 年 12 月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立・施行され、
国や全国の自治体で将来人口を推計した「人口ビジョン」を定め、地方への人の流れを作るために「総
合戦略」を策定し、重点的に施策を実施してきました。第２期目の総合戦略が令和５年度で終了した
ことから、錦町でも第３期目となる総合戦略を、第６期錦町総合計画基本計画【後期】に溶け込ませる
形で策定しました。

＊

錦町総合計画 錦町人口ビジョン
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一 体 整 備
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■錦町独自推計：
・合計特殊出生率：2025年に町民希望出生率の 2.14 へと推移し以降は一定
・人口移動：2025年までに社会減が半分程度縮小し、以降は一定（社会増は一定）
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2 人口ビジョン

構成 及び 期間

短期的かつ
具体的な
事業計画

錦町の将来像を示し進むべき方向や基本理念を明らかにした、まち
づくりと行政運営の長期指針です。

基本構想に示された将来像を具体的な形にするために取り組む基本
的な施策を総合的・体系的に示した中期の計画です。前期と後期に
分けて策定し、前期の達成状況を見ながら前半折り返しの時点で施
策項目を見直し、後期計画につなげていくことにしています。

基本計画に定められた施策について、現実の行財政運営でどのように
実施していくのかを具体的に明示したもので、毎年度の予算編成及び
事業実施のガイドラインにもなる短期的かつ具体的な事業計画です。

①基本構想

②基本計画

③実施計画

錦町では、「目指すべき将来の方向」に沿っ
た施策を展開することで、新しい人の流
れを創造し、若い世代の結婚、出産、子
育ての希望が実現されると仮定し、人口
の将来展望を行いました。

この結果、2050 年の錦町人口は 7,399 
人となり、社人研の推計値 6,911 人に対
し、488 人減少が抑制されるものと見込
みました。

社人研：国立社会保障・人口問題研究所



3 基本構想

錦町の将来像

4 基本計画【後期】 〔第３期にしき・まち・ひと・しごと創生総合戦略〕

基本計画の施策体系

将来像 政策方針 基本政策 重点施策
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　町民が協力して、若者も高齢者も町民みなが安心して夢と希望を持てるまちづくりをビジョンとし
て掲げました。

「人の和を大切にし　老いても安心して暮らせる町　若人に夢と希望が持てる町」
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11 住民活動の支援対策

行政運営の改善対策

防災・安全対策

まちの基盤整備対策

農林業振興対策

商工・観光振興対策

創業・企業誘致支援対策

教育・文化の支援対策

福祉・介護・健康づくり対策

少子・子育て対策

移住・交流対策

① 関係人口の創出
② 空き家・空き施設の活用
③ 移住・定住の支援
④ 国際交流の推進

① 出産に対する支援
② 子育てに対する支援

① 高齢者福祉対策
② 障がい者福祉対策
③ 健康づくり対策

① 創業等の支援
② 企業誘致の推進

① 商工業の振興
② 観光の振興

① 農林業環境の整備
② 農林業従事者への支援

① 道路等の整備
② 公園等の整備・活用
③ 公共交通の整備
④ 居住環境の整備

① 国土強靭化の推進
② 地震・大雨・台風等の災害対策の充実
③ 防犯対策の充実

① 町政への町民参加の推進
② 行財政改革の推進
③ デジタル化の推進

① 町内会・自治会活動への支援
② 民間団体への支援

① 学校教育の充実
② スポーツを取り巻く環境変化への対応
③ 家庭教育への支援
④ 文化財の保存・活用



重点施策は、「町民アンケート」の結果や「錦町まちづくり委員会」の施策提言内容等を基に設定しています。
　　　　　の表示のある施策は、「第３期にしき・まち・ひと・しごと創生総合戦略」としての施策でもあります。
総合戦略上の施策には、達成状況を測る数値目標として、重要業績評価指標〔KPI〕を別途設定しています。

基本計画の施策内容

政策方針 政策方針毎の数値目標 と 重点施策の主な内容

■令和６年から令和９年までの社会増減年平均　50人減
■令和６年から令和９年までの４年間の出生数　280人

◎ 定住に向けた環境整備
◎ 入学祝い金制度の実施
◎ 高齢者の移動手段の確保・支援
◎ 小・中学生のプログラミングやICT 教育の推進

政策方針の数値目標（４年間）

重点施策の主な内容
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■令和９年度の一人あたりの市町村民所得
　令和２年度：2,197 千円 ⇒ 令和9年度：2,500 千円
■錦町の事業所に従事する従事者数
　令和３年度：4,010 人 ⇒ 令和9年度：4,000 人

政策方針の数値目標（４年間）

◎ IT 系企業のサテライトオフィスの誘致
◎ 町内商工業者の持続的な発展に向けた支援
◎ 人吉海軍航空基地跡を中心とした観光客の誘致
◎ スマート農業の推進

重点施策の主な内容
総合戦略

総合戦略
総合戦略

■錦町が住みやすいと感じる町民の割合
　令和５年度：80.2％ ⇒ 令和9年度：85.0％
■錦町に愛着を感じる町民の割合
　令和５年度：82.0％ ⇒ 令和9年度：85.0％

政策方針の数値目標（４年間）

◎ 公共施設等の長寿命化の推進
◎ 町民の地域づくりへの参加手法の改革
◎ デジタル技術を活用した住民サービスの向上

重点施策の主な内容

総合戦略
総合戦略

総合戦略

第６期錦町総合計画の詳しい内容は、錦町のホームページに掲載しています。
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